
職　種

職務内容

➀主にサロン（喫茶室）での来館
者に対する案内対応など

②敷地及び施設の維持管理及び施
設内外の清掃など

③国内外の陶芸家（工芸家）と町民
との交流事業に関すること
益子国際工芸交流館の管理に関す
ること

募集人員 　　１名 　　1名 　　1名

勤務場所

勤務時間
原則として午前９時００分から午後
５時００分（シフトによる）

午前８時４５分から午後５時１５分 午前８時３０分から午後５時００分
（週３７時間３０分）

勤務日 　週２日程度（シフトによる）

給　料 1,127円／時間あたり～ 月額177，580円～ 1,127円/時間あたり～

手当等 　通勤手当（距離による）

社会保険等 　労災保険

休　日
休館日（月曜）、その他シフトによ
る

休　暇 　年次有給休暇、特別休暇

服　務

応募条件

土、日、祝日勤務が可能な方 屋内屋外作業ができる体力のある方

陶芸をはじめとした工芸文化や国際
交流に関する事業に関心のある方
英語によるメール・電話対応及び来
訪者対応が可能な方

任用期間

必要書類

応募方法

☎０２８５－７２－７５５５

　２月１０日（火）１７時（必着）までに、必要書類をご記入のうえ益子陶芸美術館にお申し込みください。　

問い合わせ
益子陶芸美術館（益子町教育委員会生涯学習課陶芸美術館係）　

日曜、月曜、祝日

　地方公務員法に規定する各規程が適用になり、懲戒処分等の対象となります。

普通自動車運転免許証を有している方

　令和８年４月１日～令和９年３月３１日（再度の任用により延長する場合有り）

採用試験申込書（町ホームページからダウンロード可）又は履歴書（JIS規格、写真貼付があるものに希望職種
を記載）、運転免許証の写し

選考方法
（1）１次試験：書類選考　合否を速やかに連絡します。　　　

（2）２次試験：面接試験　２月１９日（木）益子町役場において1次試験の合格者を対象に実施します。

　　益子町会計年度任用職員の募集について

益子陶芸美術館運営業務（生涯学習課）

益子陶芸美術館（益子町大字益子３０２１番地）

週５日

通勤手当（距離による）、期末・勤勉手当

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険


